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廃棄物広域処理の経済性 と財政構造(3)

八 木 橋 一

皿 組合処理の背景にあるものは

4補 講一厚生省 によるダイオキ シン対策の検 討

ダイ オ キ シ ン類 の主 な発 生 源 は,日 本 に お い て は廃 棄 物 の 焼 却 過程 で あ る。

した が っ て,ダ イ オ キ シ ン対 策 は今 後 の廃 棄 物 処 理 の 形 態 に大 きな影 響 をあ た

え る と予 想 さ れ る。 実 際 に,厚 生省 に よ り199711'1月 に提 示 され た 「ダイ オ キ

セ ン類 発 生 防 止 等 ガ イ ドラ イ ン」(以 下,新 ガ イ ドラ イ ン)で は,排 出 削 減 の

恒 久 対 策 の1つ と して既 設 炉 の 全 連 続 燃焼 式化 を推 進 し,従 来 まで の 技 術 管 理

シ ステ ム を見 直す こ とを求 め てい る。 そ して そ の実 現 を はか るべ く,都 道 府県

が 策 定 した広 域 化 計 画 に基 づ い て,既 存 の処 理 単 位 を24時 間 連 続 運 転 が 可 能 な

全 連 続 炉 の規 模 まで.拡大 させ る こ と を提 言 して い る。 さ ら に この 政 策 を進 め る

た め に,ユ998年 度 か ら廃 棄物 処 理 事 業 にお け る国 庫 補助 金 に つ い て,先 の広 域

化 計 画 に従 った 施設 の み を補 助 対 象 にす る とい う政 策 誘 導 を お こ な っ て い る。

以 上 の よ うな厚 生 省 に よ る トップ ダ ウ ン的 な ダイ オ キ シ ン対 策 は,ど の よ う

に評価 で きる の で あ ろ うか 。 こ こで は,一 部事 務 組 合 に お け る ダ イ オ キ シ ン類

の発 生 状 況 を示 し,さ ら に これ まで 本 章 で述 べ て き た組.合に よ る広 域 処 理 が抱

え て い る問 題 点 をふ まえ な が ら検 討 す る。

厚 生 省 が1998年9月 末 まで に.おこ な っ た三 度 にわ たる 調査 報 告 の うち,一 部

事 務 組 合 の デ ー タの み を抽 出 して得 た,ダ イオ キ シ ン類 の濃 度 分 布 表 を014図

に しめ す1%筆 者 が 得 た 累 計 結 果 で は,緊 急 対 策 の 実 施 を 必 要 とす る 濃 度

17)タ お,こ こで対象に.あげたダイオキシン類の排出濃度ぽ最初の測定時におけるものであり,/
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第14図.部 事 務 組 合 にお け る ダイ オキ シ ン類 濃 度 分 布

施
設
数

O.1以下LO以 下5.0以 下10ρ 以下20 .0以下 鉛.O以下 艶O以 下 舶.0以下100以 下100以 上
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出 所:厚 生 省 ホ ー ム ペ ー ジ(httpご 〃www.mhw .B..JP/)よ り作 成 。
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(Song-TEQ〆N皿a)を 超 え る一 部 事 務 組 合 数 が,標 本 施 設 数607に た い して47

施 設 あ り,約7.7%に あ た る施 設 が 対 策 必 要 濃 度 を超 え て い た .ま た,三 度 の.

報 告 で 対 策 必 要 濃度 を超 え た 全 施 設 数 は107で あ っ た こ とか ら,一 部 事 務 組 合

は そ の43.9%を 占め て い た こ と に な る。 これ らの こ とか ら
,一 部 事 務 組 合 に よ

る.広域 処 理 で は,少 な くと も現 状 で は ダ.イオ キ シ ン対 策 と して 効 果 的 な 結 果 は

得 られ て い ない と言 える。

さ ら に今度 は都 道府 県 別 に,緊 急 対 策 が 必 要 と なる 濃 度 を超 え た施 設 数 を見

る。 第15図 に そ れ を しめ してい るが,こ こで は都 市 圏 と地 方 圏 の組 合 に よ っ て

そ れ ぞ れ状 況 が 違 って い る こ とが わ か る 。 と くに,東 京 都,大 阪 府 お よ び愛 知

県 な どの 大 都 市 圏 にあ る 組 合 で は濃 度 を超 え た施 設 が す くない 一 方 で ,地 方 圏

で は県 に よ って は か な りの施 設 数 に の ぼ っ て い る。 この よ うな ダイ オ キ シ ン類

濃 度 に地 域 差 が み られ る原 因 の1つ と し て,組 合 間 に 見 ら軋 る焼 却 炉 の規 模 と

性 能 の違 い が あ る。 一 部 事 務 組 合 が 実 際 に保 有 す る焼 却 炉 の規模 を第16図 に
,.

＼後の調査 において測定 方法の改 善によって濃度が低下 した施設 もあった。だが,そ の一 方で報道
などに よると.最 初の測定時 におい て濃度が低い施設であ って も,そ の うちい くつかについ ては
濃度を下げるための意 図的な操作 をお こな った ところ も存在 した。以..ヒのように測定技術や方法

に よって,ダ イオキ シン類濃度の値は変わるのであるが,今 回は最初の測定時 におけ る濃度 を対

象に分析 をおこなった。
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第15図 緊急対策が必要 なダイオキ シン類濃 度 を超 えた施 設数
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また焼却炉の種類を第17図 にしめ している。

これらの図から,都 市圏の組合では大型で,な おかつ全連続燃焼式 といった

高度な処理施設をもっている組合が多いが 地方圏の組合では小型で,し かも

連続運転ができないバッチ炉型の焼却炉が大半を占めていることが分かった。
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第17図 焼却炉 の種類

圏
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このような焼却炉の規模 と性能にかんする都市圏と.地方圏との違いは,こ の

章でのべてきた財政力の違い と廃棄物量の確保といった,広 域処理をめぐる理

論 と現実の乖離をもたらした.要因が反映されたものと考える。つ まり,財 政力

の水準が低い地方型組合が相対的に多く,ま た廃棄物量についても都市圏にく

らべて少ない地方圏においては,焼 却炉を拡充するための設備投資には限界が

あ り,こ れらの限界が不徹底な技術管理システム.と相重なったとき,高 濃度の

ダイオキシン類 を排出してしまったと推察される.

以上のような広域処理の現状を踏まえることなく,厚 生省のダイオキシン対

策では,広 域化による焼却処理にその内容が片寄っている。広域化のための財

源確保の問題 各市町村がおこなってきたこれまでの減量化およびリサイクル

政策の経験,さ らにはそれらの取 り組みとダイオキシン排出との関係 について

の議論なども脇 に置かれているようである。

しか し財源問題 をとってみても,国 庫補助金については補助率は以前 と変わ

らないために,財 源のほとんどは第12図 でみたように地方債 とその返済のため

の地方税でまかなうことになる。補助金がつかない単独事業ではなおさらであ

る。たしかに.地 方債の.後年度償還にたいして地方交付税による財源補填がな
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され てい るが,こ の こ とは交 付 税 の補 助 金 化 をつ う じて,財 政 の硬 直 性 と地方財

政 の 自立 性 の喪 失 を も た ら して い る。 そ の結 果 と して,減 量 化 や リサ イ クル 政

策 に た い す る.各自治 体 の バ イ ダ リテ ィ を消失 させ,広 域 処 理 に足 りう る廃 棄物

量 を み た すべ く大 量 廃 棄 社 会 が ます ます 形成 され て い くこ とに もな りか ね ない 。

ダ イ オ キ シ ン問 題 は,既 存 の 関係 省 庁 に よる トップ ダ ウ ン型 意 思 決 定 をつ う

じた焼 却 中心 主 義 を転 換 させ,地 域 に応 じた廃 棄 物 政 策 を実 現 で き る絶好 の機

会 で あ り,ま た地 方 分 権 の 可 能 性 を試 す こ とが で きる ユつ の 大 きな政 策分 野 で

もあ っ た。 に もか か わ らず,現 実 の ダイ オ キ シ ン対 策 は,相 変 わ らず ト ップ ダ

ウ ン型 の焼 却 中心 主 義 に よ って 問題 の解 決 を は か ろ う と してい るが,じ つ は こ

の こ とが 根 本 的 な問 題 なの で は な い だ ろ うか。

IV一 部事務組合の費用負担分析

1組 合における費用負担形態の特徴

本章では,組 合を構成する自治体間の費用負担問題をとりあげる。この問題

をとりあげる理由は,第1に 組合の財源構成のなかで構成市町村が拠出 しあう

分担金及び負担金の占める割.合が圧倒的に大 きいためである。そして第2に,

このような分担金及び負担金には様々な費用負担形態があ り,そ のような負担

形態を費用負担の効率性 と公平性という視点から,ど のように評価できるのか

を検討する必要があるためである。

廃棄物 とし尿 をまとめた清掃事業にかんする一一部事務組.合の財源構成は第12

図にしめしたが,第4表 には,一 例として都市圏にある広域型組合の財源構成

をあげている。表から,施 設建設を主な対象 として発行 される組合債(地 方

債)を 除く部分については,分 担金及び負担金の割合が圧倒的に大 きいことが

わかる。これは,組 合が課税権を持たないために,組 合独 自で地方税というか

たちで財源を調達することができないこと,お よび地方交付税が組合にたい し

て交付 されないためである。よって,組 合 を構成する各自治体は,自 らが徴収

した地方税や交付された地方交付税を分担金及び負担金 というかたちで組合に
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第42iA組 合の財源構成
(単位:千 円}

平成4年 度 平成5年 度 平成6年 度

i
,平成7年 度 平成8年 度

分担金及び.負担金

使用料及 び手数料

国 庫 支 出 会

則'産 収 入

1,799.317

・15
,659

2,163

1,302

2,203,460

37,800

338.387

908

1,9.54.772

38,475

152,806

15,⊥03

1,433,915

41,704

526

1,475,537

37,000.

88

繰 入 金

一

22,974 邑

ユ2,5刺

一

繰 越 金 6,678 7,88〔} 9,ユ04 8,088 2,000

諸 収 入 5,703 3,336 4,077 ユ,542 410

組 合 債 ユ,22ユ,200 3,066,800 1,9ユ3,900

一一一.

計 3,082,022 5,681,545 4,088,237 1,498,319 1,515,035

注=平 成8年 度は予算額表示.そ れ以外の年度 については決算額表示。
出所.:A組 合提出資料 よ り作成。

第5表 廃棄物処理 をお こな.う一部事務 組合の 費用負担形態

.負担基準 設置費・運営費(合計)、 設 置 費の み 運営費のみ

割

割

割

割

割

割

割

割

績

口

数

離

等

口

実

人

積

地

距

用

象

幇

間

均

人

利

対

世

面

立

時

7

0

8

6

1

0

7

D

3

5

2

8

5

4

2

D

O

5

0

1

2

9

5

4

4

1

0

2

0

ユ

2

2

基準財政需要割 3 2 1

交 付 税 割 1 ユ 0

そ の 他 1 o ユ

..

事務組合数 77 35 42

注:組.合 によっては複数 の負担基準 を採用 してい るため,負 担基準 ご との組 合数の合計 と事務組
合数は.致 しない脅

出所:林[1982]よ り作成。

拠 出 す る の で あ る13}。

18〕 焼 却炉 の建設財源 と して発行 される地方債 の後年度償還 や事業費補正 にたいす る地方交付税措

置 は,普 通地方公共団体 と同様 に一部事務組 合にたい して も適用 されてい る。



第6表 京都府下の一部事務組合

産 業 構 造(%) 組 合 処 理 事 業 内 容 費 用 負 担 形 式

組 合 名
組合構成

市町村名

人 口

(人)
第一次 第二次 第三次

財 政 力

指 数

経常収支

比率(%) 設 立 日 収 集 中 間 最 終 建設費用 睡 ・鰭 費用

乙訓環境

衛生組合

向 日 市 52,928 1.5 34.5 63.5 0.71 88.4 S39.6,17

一

○ ○ 人[割 人口割

長岡京市 77,191 1.3 36.4 62.O o.91 92.1

大山崎町 16,152 1.1 35.7 62.7 0.83 89.1

城南衛生

管羅組合

宇 治 市 !77,0!0 0.8 34.9 63.3 o.97 86.1 S37.724 一 ○ O 搬入量

値前5年)

搬.人量

(前年分)城 南 市 84,770 1.8 38.5 59.0 0.73 86.0

八 幡 市 75,758 .2.6 32.9 62.7 0.66 89.1

久御山町 181798 8.7 43.0 48.1 1.20 76.1

井 出 町 9,236 4.1 45.5 49.4 0.39 91.0.

宇治田則 8,316 12.3 33.4 542 o.69 74.9

山 城 町 9,319 10.8 32.5 56.5 0.46 81.9 nodata 一 o Q(フ) n。data nodata.相楽郡西

部塵埃処

理組合 木 津 町 23,263 5.5 26.7 日5,9 O.69 88.8

精 華 町 17,519 6.9 29.8 62.9 0.63 92.3

和 束 町 6,079 30.4 25.0 44.4 0.22 83.0 nodata 一 o(委 〕 0(フ) nodata 皿。data相楽郡東
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費用 負 担 の 形 態.と して は,林[1982]の 先 行 研 究 が あ る。 そ れ を しめ した 第

5表 をみ る と,設 置 費(建 設 費 と同 じ意 味)に つ い て は人 口割 と均 等 割 が多 く,

ま た運 営 費 につ い て は これ らに加 え て利 用 実 績 割(搬 入 割)も 多 く採 用 され て

い る こ とが わ か る 。

一 方
,第6表 に は筆 者 が行 っ た京 都 府 内 の 組 合 にか ん す る調 査 結 果 を しめ し

て い る。 表 か ら建 設 費 につ い て は,現 在 も人 口割 と均 等 割 が多 く採 用 さ れて い

るが,処 理 運営 費 につ い て は搬 入 割 が 多 い こ とが わ か っ た。 とこ ろ で,こ れ ら

の負 担形 態 は どの よ う な根 拠 を も って採 用 され て い る ので.あろ.うか 。 以..ドで は,

廃 棄 物処 理 費用 に かか る効 率 性 と公 平 性 とい う評 価 尺 度 か ら,実 際 に採 用 され

て い る建 設 費 と処 理 運 営 費 の負 担形 態 を分 析 す る。

2建 設費と処理運営費の負担形態分析

一...一部事務組合における費用負担の特徴は
,基 本的には租税によってまかなわ

れる廃棄物処理費用を,構 成市町村間でどのように分担 させるのかという費用

配分問題があるところに求められる。以下では,そ のような配分問題を念頭に

おいたうえで,費 用負担が租税でおこなわれるために廃棄物量の削減インセン

ティブが機能せず,必 要以 ヒに過大な投資がなされないか という効率性と,住

民の衛生環境を守るという,ナ ショナル ・ミニマムを実現するために不可欠な

行政サービスであるという公平性の2つ の評価尺度を中心に,実 際に各組合が

採用 している費用負担形態を分析する。

建設費 と処理運営費で別々の費用負担形態を組合が設定するのは,電 力料金

において二部料金制 を採用する理由とほぼ同 じである。効率性を重視 して,建

設費と処理運営費をあわせた総費用に対 して利用実績割を採用すれば,も し構

成市町村の1つ が,減 量化やリサイクル活動を活発化させることによって利用

実績値 を低 くしてしまうと,他 の市町村における負担割合が増加 してしまい,

場合によっては規定された負担額を支払 うことが困難になる。つまり効率性だ

けを考慮 した費用負担ではとくに建設費回収の確実性に欠けてしまい,組 合運
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営に支障をきたすことになるのである。

さらに利用実績割は,人 口割やあとで述べる平等割(均 等割 と同じ意味)と

くらべて.負担割合の変動幅が大きく,と くに事業系一一般廃棄物を多 く排出する

事業所をかかえる自治体では財政負担が急増 してしまう1"コ。しか しその一方で,

.公平性 を重視 して総費用を人口割のみで設定すると,廃 棄物量を削減するイン

センチ.イブはあまり働かず,結 果として過大な投資が行われやすい。

以上のことを考えると,建 設費は公平性 と処理施設の費用回収を確保するた

めに人口割を中心とする一方で,処 理運営費は効率性を達成するために利用実

績割を中心 とした費用負担形態が望 ましいことになる。

ところが現実には,第6表 でみた京都府の場合では,規 模が小 さい地方型組

合では以上のような望 ましい費用負担形態にほぼ沿っているが,規 模が大 きい

広域型組合では総費用を人rl割 もしくは利用実績割(搬 入割)の みで負担する

形態をとっている。このような費用負担形態は,広 域型組合が財政的に余裕を

持っているために採れるのかもしれないが,効 率性 もしくは公平性のいずれか

の点で問題があると言える。.

また処理運営費のみならず,建 設費においても一部で平等割を採用 している

組合がある。平等割は住民1人 あた.りの負担額でみると,人 口が少ないところ

ほど負担が重 くなる逆進的な負担形態である。このように,効 率性および公平

性のいずれの評価尺度からも不適切であると思われる,平 等割という負担形態

を組合が採用 している理由として次の2つ が考えられる。

第1の 理由としては,組 合が所有する資産のほとんどが構成市町村の共同所

有となるため,そ れを反映するかたちで平等割を採用 していることがあげられ

る。そして第2の 理由は,こ の平等割は人口割や利用実績割 とくらべて組合内

での費用負担額の格差がより小 さく,ま た年度間の変動差 も小さいために,構

19)京 都府 の竹野郡塵芥処理組合の場合,平 成9年 の当初予算 にお ける費用負担割合は網野町,丹

後町,弥 栄町それぞ れにつ いて,建 設費負 担金は53%..27%,20%と な り,一 方で経常費負担 金

(清掃 セ ンター分)は61.83%,22,74%,15,43%と なっている.な お,埋 設費お よび経常 費(処

理 ・運営 費)の 負担割合は第6表 を参 照。
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第18図 組合 における一般廃棄物受入量 の推移
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年 度

成市町村の負担額の変動 を安定化 させる役割を担っているところに求められる。

実際に組合が採用する費用負担形態は,前 述 した望ましい形態 とは違ってい

る場合が多いが,そ の異なる部分において,効 率性,公 平性,財 源確保という

3つ の側面 をもとにして,構 成する市町村間によって調整が行われている。そ

しで,こ れが単独処理には見ら.れない,組 合処理における費用負担形態の多様

性 を生みだしている。

組合存続のための財源確保が困難になったことをうけて解散 した組合があま

りないことから,公 平性 と費用回収を.含めた財源確保は達成できているが,他

方で現実の組合は効率性があまり達成できていない負担形態を多 く採用 してい

るようである。減量化やリサイクルの促進を念頭においた今後の廃棄物政策に

おける方向性 を考えた場合,と くに処理運営費での利用実績割の採用 とその負

担割合の引き上げについては議論する余地がある。だが第18図 に示 しているよ

.うに,処 理運営費において利用実績割を積極的に採用 している組合でも,構 成 』

市町村から受け入れる廃棄物量は増加傾向にある。この原因として,既 述 した

利用実績割を採用することで生 じる費用負担額の不安定化への懸念を構成市町

村それぞれが抱くことによって,各 自治体でそれぞれの地域特性に応 じた減量
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化 や リサ イ ク ル にか んす る政 策 が 採 用 しに く くな って い る の で は な い か と考 え

られ るが,詳 細 につ い て は今 後 の研 究 課 題 と したい 。

Vお わ りに か え て一広域処理の今後の展開

1現 行の意思決定システムにかんする問題点

一部事務組合の特徴の1つ として,組 合を構成する市町村とは別に議会や事

務機関を設け,構 成市町村とは独立 して廃棄物処理などの行政サービスが提供

できることは第1章 で述べた。しかし,行 政組織 としては独立 していても,と

くに議会を構成する議員はほとんどすべての組合において,各 構成市町村の議

員が兼任 している。さらに,組 合長や副組合長なども構成市町村の首長のなか

から選任されている。このような現状を考えると,現 行の一部事務組合は行政

組織 としては構成市町村 とは独立 しているが,意 思決定システムとしては構成

市町村の意向を反映できるしくみになっている。

だが,各 構成市町村の意向が組合の意思決定において,そ のまま反映できる

システムをすべての組合がもっているのか と言うとそうではない。組合によっ

ては,議 席数が.各構成市町村ごとに均等ではなく,分 担金や負担金の拠出額に

応 じて配分されているところもある。このような場合では,財 源を多 く拠出し

た自治体の議会における発言力が太 き.くなり,そ こでは多数の議席をしめる自

治体の意向を受けた政策決定がなされることもあるだろう。とくに,焼 却炉な

どの中間処理施設や最終処分場などの設置場所の選定において,ど この市町村

も受け入れた くないという事態が起こった場合などでは,後 に問題を引き起こ

すことになる。

意思決定 システムにかんする他の問題点としては,決 定事項にかんする責任

の所在が現行の一部事務組合ではあいまいになっていることがあげられる。こ

れまでの判例 を見ると,焼 却炉などの処理施設や埋立処分場からなんらかの環

境汚染が起 こり.周 辺住民などから訴えられた場合の対象は組合になっている。

けれども,そ れらの汚染発生の責任者が組合なのかそれとも構成市町村なのか

■■一._.._.
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を,議.会.による決定事項や組合運営 を規定する規約において明確にしている一

部事務組合は,筆 者が調査 した組合においては存在 していない。

このような状況では,ダ イオキシン問題や処分場の地下水汚染問題がおこっ

た場合に,そ の責任や費用負担配分をめ ぐって組合 と構成市町村との間,も し

くは構成市町村間でなす りつけて対策が先送 りされ,問 題解決が遅々として進

まない という事態が生 じてしまう。このような懸念は,.東 京都 目の出町にある

最終処分場からの地下水汚染問題をめ ぐって実際におこったことからも現実味

を帯びて くる。

組合が設立 された時点で,各 構成市町村の当該事項にかんする意思決定と事

務内容はすべて組合に委譲され,ま た組合が所有する則産 が組合名義で登記さ

れていることを考えれば,そ れらの所有施設から発生する環境問題の責任は組

合 にあると言える。さらにここで重要なことは,そ こでおこなわれる組合での

一連の対策が,構 成市町村の住民参加をきちんと担保 しているのかということ

である。これに関連 して,大 阪府能勢町にある一部事務組合の焼却施設から高

濃度のダイオキシンが発生したが,施 設の閉鎖後の処理システムにかんする検

討委員会において,構 成市町村の住民を参加させている試みについては今後の

動向を注目したい。

もう1つ の問題点として,収 集運搬,中 間処理,お よび最終処分 という廃棄

物処理システム全体をふまえたうえでの政策決定を実施できているのかという

.ことがあげられ.る。というのも,第1表 のところで言及したように,こ れらす

べての処理過程を組合が把握 しているケースはそう多くはない。 とくに,収 集

運搬は自治体でおこなっているところが現在でも過半数をしめている。また,

それぞれの処理過程で民間委託の割合も増えている、このような.現状 を考える

と,そ れぞれの処理過程が分断されることによって例 えば,収 集運搬でおこ

なった減量化への取 り組みやリサイクル対策が,焼 却炉の規模やその燃焼効率

に及ぼす影響 といった中間処理との関係,さ らに埋立地の過不足状況 といった

最終処分 との関係にどう反映されているのかを把握することもなく,そ れぞれ
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に担 わ 札 た事 務 を お こ な う こ と に終 始 しか ね な い とい う懸 念 が生 まれ る。 この

よ うな 処 理 シ ス テ ム の分 断化 とそ れ に よる 処理 シス テ ム全 体 をふ ま え た政 策 策

定 能 力 の 欠 如 は,今 後 の 循 環 型 社 会 にむ け た意 思 決 定 シ.ステ ムの 在 り方 と して

は 問題 が あ る と.考え る。

2広 域処理のあたらな評価にむけて

埋立地の確保が困難である現状において,焼 却による減容化は今後 とも重要

な役割を果たすことは確かである。けれども,こ れまでの焼却 を中心 とした廃

棄物政策だけでは,第m章 でとりあげたダイオキシン問題で述べたようにかな

らず しも万全なものではない。にもかかわらず,こ れまでの広域処理を支えて

きた財政システムは,施 設の改良にさいしての起債充当率の拡充や地域開発政

策との関連で採 られた財源措置などにより,自 治体の単独処理以上に焼却処理

へ と処理システムを誘導 させるものであった。

広域処理に参加する自治体は,第 皿章の第13図 の ところで説明 したように,

人口規模が大 きくなく財政規模が小規模なところが多い。これまでの広域処理

は,焼 却処理を中心 とした処理システムを導入することが財政的に困難であ6

た自治体の打開策 として行われてきてお り,ま たそれを一部事務組合め財政シ

ステムが支えてきた。

さらに第m章 で言及 したように,厚 生省はダイオキシン対策として焼却処理

の拡充をはかるべ く広域処理を提唱してお り,そ の具体的な姿として一部事務

組合に注 目している。だが本稿のこれまでの分析で明らカ}にしたように,従 来

の広域処理を担ってきた.・部事務組合は,ま さにその焼却処理を中心とした処

理 システムとそれを受け入れうる財政システムによって編成されたものであっ

たにもかかわらず,財 源確保,意 思決定システム,お よび環境保全のそれぞれ

の側面で多 くの問題点をかかえている。

今後の廃棄物政策は,大 量廃棄社会の見直しと環境保全を政策目標としたう

えで1収 集運搬から中間処理,お よび最終処分 までの処理過程を一貫 してとら



廃棄物広域処理の経済性と財政構造(3).(79)79

え る こ とが で きる処 理 シス テ ム の確 立 に 向 か うこ とが 求 め られ る 。 この こ とを

考 え る と,焼 却 処 理 を 中心 に据 え,そ れ らに た いす る財 源 が 確 保 で きな い こ と

か ら行 わ れ て きた これ まで の広 域 処 理 は,処 理 シ.ステム の 単位 を上 か ら一元 的

に決 定 す る ト ップ ダ ウ ン型政 策 の産 物 であ った と言 える 。 そ して,こ の 形態 の

政 策 を今 度 の ダ イ オキ シ ン対 策 に も適 用 しよ うと して い る。

だが,今 後 にお い て も大 量 廃 棄 社 会 を維 持 した ま まで,焼 却 処 理 に依 存 した

処 理 シ ステ ム を継 続 す る の で あ れ ば,組.合 を構 成 す る 自治体 の負 担 は増 え る...一

方 と な り,ζ の結 果,組 合 に よっ て は他 の 組 合 との 問 で さ らな る広 域 処 理 をす

す め るか も しれ な い 。 さ らに明 治,昭 和 に続 く 「平 成 の 大合 併 」 と請 わ れ てい

る 自治体 再 編 の う ご きの なか で,そ の 政 策 上 の1つ の根 拠 と して あ げ られ てい

るの が この ダイ オ キ シ ン対 策 で あ る。 ダイ オ キ シ ン対 策 に耐 え う る行 政 力 と財

政力 を持 ち え な い 自治 体 間の 合 併 を廃 棄物 処 理 の広 域 化 を通 じてす す め よ う と

して い る。

しか しそ こで の広 域 化 対 策 は,.ダ イ オ キ シ ン類 の制 御 につ い て 焼 却 過程 を中.

心 と してお こ な う とい う点 にお い て,焼 却 に依 存 した広 域 処 理 シス テ ム とい う

これ までの 組 合 の 考 え方 とほ とん ど変 わ りが な い。 違 う と こ ろは,焼 却炉 の大

規 模 化 を想 定 して い る た め 処 理 対 象 の 範 囲 が い っそ う広 域 化 して い る こ とに

あ る。

合 併 をお こな う以 前 に 問 うべ きこ と は,循 環 型社 会 をめ ざす うえ で,経 済 構

造 や ラ イ フ ス タイ ル か ら発 生 す る廃 棄 物 を制御 す る 主体 を誰 に求 め,ま たそ の

た め の 方 法 をい か に構 築 す る の か とい う こ とで あ る 。 そ して,そ の よ うな主体

と方 法 の な か で,こ れ ま で市 町村 にそ の 処 理責 任 を置 い て きた一 般 廃 棄 物処 理

にか ん す る 内容 とそ の処 理 単 位 と して の有 効性 を問 う とい う作 業 が 必 要 なの で

あ る 。 さ らに こ れ に 関連 して,経 済 活動 の 範 囲 の変 化 と以 上 の よ うな.主体 や 手

法 との 関係 を い か に捉 え るの か とい う空 間構 造 の側 面 も大 き な論点 とな る で あ

ろ う。 だが,合 併 を視 野 にレ}れた現 行 の ダ イオ キ シ ン対 策 で は,中 長期 に わ た

る上 記 の政 策 課 題 に はあ ま り対応 で きな い こ と は明 らか で は な い だ ろ うか。
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処 理 単位 の有 効 性 を問 う作 業 にお い て,現 時 点 で 筆 者 が重 視 して い る評 価 視

点 は次 の3つ で あ る。 第1に 収 集 運 搬 か ら中 間 処 理,そ して最 終 処 分 に い た る

処 理 シス テ ム全 体 を把 握 で き,か つ そ の う えで 総 合 的 な 廃棄 物 政 策 を実 施 で き

る主 体 で あ るの か とい う こ とで あ る。 第2に,行 政 サ ー ビス の 内容 と して 質 の

均 一 性 と多 様性 を確 保 で きる のか とい う こ とで あ る 。 具 体 的 に は.前.者の均 一性

とは,.元 来 の 廃 棄物 処理 の役 割 で あ る公 衆 衛 生 対 策 に加 え て,ダ イ オ キ シ ン類

や地 下 水 汚 染 とい った環 境 対 策 とい う観 点 か ら,住 民 が 健康 で安 心 で きる 生活

を送 る た めの サ ー ビ ス を,ま た 多様 性 とはそ の 地 域 の経 済構 造 や ラ イ フ ス タ イ

ル とい っ た地 域 特性 にあ わせ たサ ー ビス をそ れ ぞ れ 担 保 で きる 主体 で あ る の か

とい うこ とで あ る。

第3に,排 出 され た廃 棄 物 を これ まで の 焼 却 に よ る適 正 処 理 の み な らず,廃

棄 物 の減 量 化 や リサ イ クル とい う他 の 政 策 課 題 を も満 た す こ とが で きる包 括 的

な廃 棄 物 処 理 が も とめ られ る これ か らにお い て は,行 政 側 の み な らず住 民 の役

割 が 重 要 に な って くる とい う こ とで あ る。 厚 生 省 の ダ イオ キ シ ン対 策 で は広 域

的 に大 量 の リサ イ クル原 料 を集 め る こ とに よ っ て リサ イ クル を効 率 的 に お こ な

うの で,リ サ イ ク ル政 策 と矛 盾 しな い とされ て い る。 しか し,そ こで は こ れ ま

で の リサ イ ク ル政 策 にお い て 主 た る担 い手 と され て きた 住 民 の姿 は な く,ま た

廃 棄 物 を制 御 す る とい う視 点 を考 慮 しない ま ま に,大 量 リサ イ ク ル に た い す る

擁 護 を行 っ て い る とい う問題 を含 んで い る。

こ れ ら3つ の視 点 をふ まえ た うえで,.今 後 の 広 域 処 理 は これ ま で の 評価 基 準

で あ っ た処 理 費用 や埋 立 地 の確 保 と.いう側 面 だ けで な く,減 量化 実績 や リサ イ

クル率 な どの 評 価 も加 え,さ らに住 民 に よ る政 策把 握 と意 思 決定 過 程 ぺ の参 加

を きち ん と確 保 で き る,ボ トム ア ップ型 政 策 の なか の1つ の 選択 肢 と して評 価

し直 す べ きなの で は ない だ ろ うか。

.ダ イ オ キ シ ン対 策 を契 機 と して,.般 廃 棄 物 にお け る 政 策 主体 の基 本単 位 を

ど うす る のか とい う議 論 が活 発 に な っ てい る。 また そ の な か で,こ れ ま で の処

理 責 任 の 単位 で あ った市 町村 を再 検 討 す る動 きが で て きて い る。 いず れ にせ よ,
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旧来 の 公 衆 衛 生 とい う視 点 か らの み な らず,循 環 型 社 会 の構 築 をめ ざ した経 済

構 造 の 転 換 や ラ イ フス タ イル の変 化 に着 目 した視 点 か ら,政 策 主体 や 処 理 シス

テ ムお よ び処 理 範 囲 を ど うす る の か とい う課 題 は,今 後 の廃 棄 物 政 策 にお い て

検 討 され るべ き大.きな研 究 領域 とな る こ とは 間違 い な いで あ ろ う。 単 に ダ イオ

キ シ ン対 策 とい う と ころ で は な く,問 うべ きは この よ う な も っ と大 き な と ころ

に あ る こ と を忘 れ.ては な らな い 。
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